
※NPO法関係手続きの一部を除く

※従来どおり、電話や来所、郵送、メール等による手続き・相談を行うことも可能です
このようなことができます

〇申請・届出書類等の提出・修正がウェブ上で完結

（住民票や登記事項証明書等については、引き続き原本の郵送
等が必要です）

〇活動計算書等の財務諸表の自動計算が可能

〇申請・届出等の履歴情報が保存され、次回提出へ活用可能
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